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 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第３号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   ただいまの出席議員数は14名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

   本日は、６番増川憲一議員からであります。 

   ６番増川憲一議員の一般質問を行います。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） おはようございます。 

   ６番増川憲一、３月定例会の一般質問を行

います。 

   まず、質問事項の１、農業政策について伺

います。 
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   高齢化や人口減少により農業者の減少や耕

作放棄地が拡大し続けると、地域の農地が守

られなくなってしまうかもしれません。これ

まで地域の皆さんが守り、おいしい作物を作

ってきた農地を子や孫の世代に引き継いでい

くためには、今が地域の皆さんで地域農業の

将来を話し合う大事なときです。令和５年４

月１日に農業経営基盤強化促進法が改正され、

河北町でも令和５年８月から地域計画作成検

討会、各地区での話合い、農業経営の意向ア

ンケート調査を行い、地域計画（案）のパブ

リックコメントが実施されました。地域計画

（案）の目標地図は、色染めと番号により耕

作状況が分かりやすくなりました。 

   質問要旨１、地域計画の目標とする集積率

90％達成に向けた取組について伺います。 

   次に、水田活用の直接交付金見直しにより、

令和４年度から通称「５年水張りルール」が

定められました。どうにかして水稲作付がで

きた農地もありますが、１か月以上の湛水管

理に挑戦しても、水がたまらない農地があり

ました。 

   今年に入り、水張りルールを見直し、「５

年水張り要件は求めない」と農林水産大臣が

表明しています。 

   そこで、質問要旨の２、水田活用の５年水

張りルール見直しについて伺います。 

   質問事項の２、放課後児童クラブについて。 

   県内の放課後児童クラブ利用者が増加傾向

にあり、低学年の利用率約56％、高学年の利

用率約20％と毎年増加しています。町内の放

課後児童クラブでは、昨年、利用者増加に伴

い、小学校の空き教室を利用することで対応

していただきましたが、今年は放課後児童支

援員の不足により、放課後児童クラブを利用

できない児童が出てくる可能性があります。

子育て世代の保護者の不安を払拭し、よりよ

い子育て支援を進めていくことが町の役割だ

と思います。 

   そこで、質問要旨の１、放課後児童クラブ

の利用者増加への対策について、町の考えを

伺います。 

   再質問を留保し、一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ６番増川憲一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ６番増川憲一議員の一般質問にお答えいた

します。 

   農業政策について、お答え申し上げます。 

   まず、１点目、地域計画の目標とする集積

率90％達成に向けた取組について申し上げま

す。 

   これまで地域での話合いによる人・農地プ

ランを作成し、実行してまいりました。しか

し、今後の高齢化や人口減少の本格化により

農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の

農地が適切に利用されなくなることが懸念さ

れる中、農地の集約化等に向けた取組を加速

化することが喫緊の課題となっております。 

   令和５年４月１日、農業経営基盤強化促進

法が改正され、人・農地プランが地域計画と

名称を変えて同法に位置づけられ、地域での

話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿

を明確化する目標地図を作成した地域計画を

定め、それを実現すべく、地域内外から農地

の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを

活用した農地の集約等を進めていくこととさ

れました。 

   これを受け、地域計画の策定に当たりまし

ては、農業委員会、農事実行組合、ＪＡさが

え西村山、寒河江川土地改良区から委員とな

っていただき、河北町地域計画作成検討会を

立ち上げ、農地所有者や耕作者を対象にアン

ケート調査を実施するとともに、令和６年１

月から２月にかけて、西里、溝延、谷地、北
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谷地の各地区で話合いを行いました。 

   その話合いの結果をまとめ、将来誰がどの

農地を利用していくのかを１筆ごとに定めた

目標地図を作成し、町全体で１つの地域計画

（案）として、各地域への説明会を開催し、

３月９日にパブリックコメントの縦覧が終わ

ったところでございます。 

   今後はパブリックコメントの結果を踏まえ、

地域計画として公示し、ホームページでもご

覧いただけるよう手続を進めてまいります。 

   この計画は毎年見直す予定であり、特に目

標地図については、地域での話合いを尊重し、

農地中間管理事業を活用した担い手への農地

の集積・集約化を基本として継続的に進めて

まいります。 

   さらに、農業委員、農地利用最適化推進委

員、農業協同組合、土地改良区などの関係機

関と調整し、団地面積の拡大も進めていく考

えでございます。地域農業を支える担い手の

育成や、面的規模拡大に必要な農業機械、設

備等への充実について、国、県等と連携しな

がら支援し、集積率90％に向けて取り組んで

まいります。 

   ２点目の水田活用の５年水張りルール見直

しについて申し上げます。 

   水田活用の直接支払交付金について、農林

水産省では平成29年度に、交付対象から除く

農地の基準として、畦畔等の湛水設備を有し

ない農地や用水供給設備を有しない農地、ま

たは土地改良区内にあっては賦課金が支払わ

れていない農地として設定しておりましたが、

そのルールに加え、令和３年12月に、転換作

物が固定化している水田の畑地化を促すとと

もに、水稲と転換作物とのブロックローテー

ション体系の再構築を促すため、現場の課題

を検証しつつ、令和４年度から令和８年度ま

での５年間に一度も水張りが行われない農地

は水田活用の直接支払交付金の対象水田とし

ない方針を決定いたしました。 

   令和４年度には、転換作物が固定化してい

る水田は畑地化を促すこと、水田機能を有す

る農地において転換作物の生産を行う場合は、

ブロックローテーション体系の再構築を促す

ことを目的に、５年間に一度も水張りが行わ

れていない農地は交付対象としないと具体化

されました。水張りは、水稲作付により確認

することを基本としておりますが、湛水管理

を１か月以上行い、連作障害による収量低下

が発生していない場合は水張りを行ったこと

とみなすとされております。１か月以上の湛

水管理をする場合については、具体的な実施

内容が示されず、実際は令和６年から８年の

３年間で実施することになっておりました。 

   しかしながら、戦略作物等の収量を上げる

ためには、農業者の地道で継続的な作業によ

る土づくりが重要であり、５年間に１度の水

張りを行うという条件は、これまで土づくり

に励んできた農業者にとって大きな負担とな

ります。また、畑作をしていたところに水張

りを行うと、通常よりも水が多く必要になり、

灌漑用水が不足し、特に下流域での稲作に大

きな影響が出ることがあるなど、多くの問題

点があります。町としましては、このような

実情や指摘を踏まえ、国、県に対して要望書

の提出を行い、直接国の担当者との話合いに

おいても、現状の説明を行ってきたところで

ございます。 

   そのような中、今年１月31日の衆議院予算

委員会で農林水産大臣が、令和９年度以降の

水田活用の直接支払交付金について、水田を

対象とする現在の仕組みから、作物ごとの生

産性向上を支援する仕組みに転換すること。

同年以降、水張りを求めない制度とし、令和

７年・８年も連作障害回避の取組を条件に、

水を張らなくても交付すると明言いたしまし

た。 
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   これを受けて、県を通して水田政策の見直

しの方向性についての概要が届いております

が、「現行の水田活用の直接支払交付金の令

和７年・８年の対応として、連作障害を回避

する取組を行った場合、水張りしなくても交

付対象とする」との説明にとどまっており、

具体的な取組についてはまだ示されていない

状況であります。国に対しましては問合せを

行っておりますが、具体的な内容については、

現在、検討しているとのことであり、早急に

示していただくようお願いしているところで

ございます。具体的取組の内容が示され次第、

農家の皆様にお伝えしてまいります。 

   次に、放課後児童クラブについてお答えい

たします。 

   放課後児童クラブの利用者増加への対策に

ついて申し上げます。 

   放課後児童クラブは、児童福祉法第６条の

３第２項及び放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準に基づき実施している

もので、保護者が就労等により昼間家庭にい

ない小学校に就学している児童に対し、授業

の終了後等に適切な遊び及び生活の場を与え

て、その健全な育成を図るものであります。 

   放課後児童健全育成事業の実施主体は市町

村となっておりますが、市町村が適切と認め

た者に委託等を行うことができるものであり

ます。町では、谷地中部小学校区にあるちび

っこ放課後学童クラブ、谷地南部小学校区に

あるさくらクラブ、溝延小学校区にある溝延

さくらクラブ、西里小学校区にあるちびっこ

放課後西里学童クラブの４つの放課後児童ク

ラブに運営を委託し、放課後児童健全育成事

業を行っております。 

   本町における放課後児童クラブの登録者数

でございますが、令和６年１月１日現在では

228人で、町全体の児童数の29.2％、低学年の

利用率は44.9％、高学年の利用率は14.7％で

あります。令和７年１月１日現在では252人で、

町全体の児童数の32.8％となっており、低学

年の利用率については48.0％、高学年の利用

率は18.2％と、ニーズは増加している状況に

あります。４つの放課後児童クラブでは面積

要件や安全管理上、利用の定員を設けており、

おおむね定員程度もしくは若干定員を上回っ

ての受入れをしている状況となっております。

今後の登録者数を推計いたしますと、登録率

は増加傾向にございますが、出生者数が減少

していることにより、令和７年度、来年度を

ピークに登録者数は減少が予想される状況に

あります。 

   このような中で、放課後児童クラブが直面

している現状を踏まえ、今年度からの新しい

取組といたしまして、谷地中部小学校のミー

ティングルームと体育館を放課後の時間帯に

お借りして、放課後児童クラブとして利用す

る形を取らせていただいております。さらに、

夏の暑さ対策の課題もございましたが、今年

度中にエアコンを設置する予定であり、環境

の改善にも取り組んでいるところであります。 

   放課後児童クラブには、おおむね40人ごと

に放課後児童支援員の資格を持つ職員を配置

することとされております。放課後児童支援

員とは県が認定する資格で、保育士、教諭等

の資格を持つ者、規定の実務経験を有する者

など、一定の要件を満たす者が認定資格研修

を受講し、所定の科目を修了した場合に認定

されるものであります。 

   放課後児童クラブの職員の成り手不足につ

きましては全国的な状況であり、本町におき

ましても、資格の有無にかかわらず、求人し

てもなかなか応募がなく、各クラブで苦慮し

ていると伺っております。今年度からの取組

ではございますが、町の学習・生活指導補助

員の方にお声がけいたしまして、学校が夏休

みの期間中に放課後児童クラブのお手伝いを
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していただける方を募らせていただき、お一

人の方から谷地中部小学校区にあるちびっこ

放課後学童クラブで働いていただきました。

学童クラブからは「児童も喜んでいた」、ク

ラブの職員も児童との関わり方の面で学ぶこ

とが多く、「即戦力で心強かった」との声を

いただいたところです。来年度も、学習・生

活指導補助員にお声がけをさせていただく時

期を早めるなど、工夫しながら人員不足の解

消につながるよう協力してまいりたいと考え

ております。 

   放課後の支援につきましては、国が取りま

とめた放課後児童対策パッケージ2025の中で、

全ての子供が放課後を安全・安心に過ごすた

めの多様な居場所づくりの推進を掲げており、

放課後児童クラブに加えて、多様な放課後支

援の方策も検討していく必要があると考えて

おります。 

   いずれにいたしましても、放課後や学校休

業日の生活は、子供の成長・発達に欠かせな

い大切な時間であり、子供たちが豊かな時間

を過ごせるよう、また放課後児童クラブの存

在は働く保護者にとりましても大きな安心と

支えにつながるものと捉えているところでご

ざいます。今後も申込者の状況を踏まえなが

ら、放課後児童クラブの利用を必要としてい

る人が利用できないということがないよう、

対応してまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） ご答弁ありがとうござ

います。再質問させていただきます。 

   地域計画作成の経過に、今後10年の農業経

営の意向アンケート調査が行われました。回

収率は何％でしたか。 

   また、地域計画の集積率は現在65.8％で、

目標が90％です。この90％に設定した理由を

伺います。 

   この２点について、まず伺います。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

増川議員の質問に説明させていただきます。 

   アンケート調査の回収率でございますけれ

ども、3,550件に対しましてアンケート調査を

行いまして、2,240件の回答がありました。回

答率としましては、63.1％でございました。 

   ２番目の90％の理由でございますけれども、

現在、増川議員がおっしゃいましたように、

町の現状の集積率は65.8％でございます。県

におきましては現在の集積率が71.1％という

ようなことで、県のほうでは現在71.1％で、

目標とする集積率が90％になっております。

町としましても、県に合わせた形で集積率を

90％としたものでございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） どうもありがとうござ

います。 

   この目標地図、地域計画のことで各地区の

委員会で話し合われたときの資料を私も参加

して持っているんですけれども、やっぱり地

図は色染めになって、分かりやすくなりまし

た。河北町というのはコンパクトな町なので、

すぐどこがどういうふうなところかなという

のが分かるようになりましたが、この色染め

なっていない土地が複数箇所あります。ここ

が今現在65.8％の集積です。アンケートを回

収したのが63.1％となると、やっぱりアンケ

ートをきちっと出していただいた所有者、耕

作者のところはほとんど全て埋まっていると

いうふうな数字の状況でございます。で、こ

の色染めになっていない土地を今後どのよう

にというか、アンケートを未提出の所有者、

耕作者に対してどのような意思確認を行うの

か、進め方などをお伺いします。 
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○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

色染めになっていない土地につきましてです

けれども、先ほどご説明しましたとおり、回

収率が63.1％というふうな結果でございまし

たけれども、この回収できなかった理由とし

ましては、やはりその農家の農地の所有者、

耕作者が10年後どのようにしたらいいかとい

うふうな具体的な考え方をまだお持ちでない

ので、アンケートに回答できなかったのでは

ないかというふうなところもあるかと思いま

す。また、回収した中にも無回答というふう

なところが10％ほどございました。ただ、こ

れまでは人・農地プランというふうなことで

地域の集積を図ってきたところでございます

けれども、こちらにつきましては、この地域

の担い手が誰それですよというふうな計画で

ございました。新しい地域計画につきまして

は、１筆ごとに10年後、この筆は誰が耕作す

るんですというふうなところで計画するもの

でございます。また、人・農地プランと比較

しますと、新たにその地図をつくることにな

ったというふうなことで、より分かりやすい、

見やすい計画になってきたというふうに思っ

ております。これをすることによりまして、

これまであまり10年後のことを考えていなか

った方々につきましても、意識づけが出てく

るのかなというふうに思っているところでご

ざいますので、この色染めになっていないと

ころにつきましては今後の大きな課題にはな

りますけれども、その方々につきましてもこ

の新しい計画を見ていただきまして、意識づ

けをしていただきまして、10年後のことを考

えていただくというふうなことで考えていき

たいというふうに考えております。大きな課

題だと思っております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） では、地域計画の今後

を進めるに当たっても、毎年見直す予定であ

るとありますが、この見直すものという、集

まるというのは各地区の地域計画の説明会は

今までに２回行われました。で、また今後も

こういう各地区ごと、301の会議室に集まって、

そこで地区ごとに五、六人ぐらいして話しす

るという、そういう場を設けるということに

なるかと思いますが、やはりそれに案内があ

っても参加しない方というのがもう半分以上、

３分の２ぐらいおります。で、その案内を出

しても、やっぱりこういうところに参加して

いただけないと、土地を交換すると、こっち

に私の土地をまとめる、例えばこっちに町長

の土地をまとめる、そういうやり取りができ

ないという可能性が大いにあります。そうい

ったことに対して、今後、人を集めて話合い

して、まとめるという形でするのであれば、

すごく人を集めるというのが大事になってく

ると思います。農業委員会の会長さん今いる

ので、農業委員会として、ここをどうやって

まとめていく、方向性あるかどうかお伺いし

ます。 

○丹野貞子議長 「後藤農業委員会会長」 

○後藤慶治農業委員会会長 今、増川議員からご

質問ありました。 

   先ほど町長、それから課長のほうから現状

の説明と回答があったわけですけれども、地

域計画、今までの策定の中でいろんな意見が

出てきました。一番最初に出たのが10年先、

例えば、私を例に出すと、もう80歳近くにな

っているわけです。たまたま後継者がいるか

ら農業を続けられるような状況ですけれども、

果たして10年先を見据えられるのかと。１つ

溝延の例を申しますと、この今課長から答弁

ありました集積率60数％、これは農家台帳の

中であって、増川議員もよくお分かりかと思

いますけれども、いわゆる細目書の中でいく

と、溝延を例に取りますと、もう80％ぐらい
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集積は進んでおります。ですから、その辺を

寒河江市の場合は細目書での移動を禁止して

いるようですけれども、その辺を農業委員会

として、あるいは町の再生協議会として、農

家台帳とその細目書のそごをまず一つどう解

決していくか。それが一番問題であって、行

政としてはその集積率を90％まで果たして最

終的に持っていけるかは別にして、現状では

大体80％ぐらい、任意交換で集積がなってお

りますので、その辺をどのように表の数字に

出していくか、その辺が課題になるのかなと。 

   あと、もう一つ、ここで問題が出ているの

が、今集積している中でも団塊の世代以上の

地主さんが終活に入っております。で、農業

委員会のほうにもその終活の相談、いわゆる

貸し借りでなく、農地を手放したいという相

談が大分来ております。今、耕作している人

がその農地を収得してくだされば、一番問題

ないんですけれども、なかなかそういった状

況にないと。で、じゃあ買ってくださる方に

その農地を売ろうと、そういったときにせっ

かく集積、集約なっていた農地がまた別な方

に所有権が移り、あるいは耕作権が移ったり

という問題が徐々に出てきております。そう

いった問題も含めながら、やっぱり地域の

方々、できるだけ多くの方を集めて話合いを

するのも大変大事なんですけれども、また溝

延の例を申しますと、今現在コンバイン23台

しか動いておりません。で、最低でもその23

人の方でその話合い、地主さんを別に蚊帳の

外に置くわけではないんですけれども、そう

いった中で、その農地の交換であるとか、集

約であるとか、集積以前に集約を問題点とし

て考えながら、さっき言った細目書の問題、

それから農地の売買の問題、それから、その

今現在農業やっている方の話合い、この３点

を大きな問題点として、その地域計画の話合

い、本当に５年後、10年後やっていけるのか、

そういったことを問題点として話し合ってい

きたいと思っております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） どうもありがとうござ

います。 

   もう１回農業委員会の会長さんにお伺いし

ますが、農業委員会では毎年、荒廃地と遊休

農地のパトロールを行っているとお伺いして

おります。私、前に一般質問したときに、そ

の遊休農地と荒廃地が令和４年度で15ヘクタ

ールぐらい、令和５年度の多分数字かと思う

んですが、この地域計画の中では20ヘクター

ル、５ヘクタール増えております。これ高齢

化、あと人口減少によってどんどん増えてい

るんですが、その増えている地区というのは

北谷地地区のほうから、谷地西部地区と根際、

両所、そちらのほうのやっぱりちょっと小高

いところ、あとは山際のほうの果樹なんかは

特に手放す人がいて、誰も受け手がいないと

いうので、どんどんますます増えます。それ

に輪をかけて今度イノシシの被害、熊が出て

くる、やっぱりそういったこともあります。

この増えていく荒廃農地、遊休農地対策とし

て、農業委員会ではどのようにお考えですか。 

○丹野貞子議長 「後藤農業委員会会長」 

○後藤慶治農業委員会会長 お答えいたします。 

   今、増川委員ご指摘のとおり、河北町では

幸いなことにといいますか、山際のほう、そ

れから溝延地区では最上川の対岸、サビとい

う地域が主なその遊休農地が毎年増えている

地域でございます。山際のほうに関しまして

は、その何ていうんでしょう、作ってくださ

る方、鋭意探してはいるんです。でも、なか

なかやっぱり、昨年のような冬ですと問題な

いんですけれども、今年のような雪になりま

すと枝折れであったりとか、特に果樹に関し

てはなかなかその引き受け手がいないような

状況でして、私も受入れ協議会のほう加入さ
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せていただいており、東京の農業人フェア等

で河北町の場合は特に果樹をやる人間を探し

ているわけなんですけれども、なかなかその

辺育っていないと。特に農業を知らない人間

を果樹で地域に育てようとするときに、やっ

ぱりそれなりの好条件のところをあっせんし

て、今年またその田井地区で１人営農を始め

る方が出てきているんですけれども、やっぱ

りその山際に関しましてはいかんともうし難

くて、非農地化というようなことを農業委員

会でも検討していかなければならないんでは

ないかということを問題意識として、まだそ

れを非農地化を進めるということではなく、

問題意識を持たなければならないということ

も今後話し合っていかなければと思っており

ます。 

   とにかく何にしても果樹に関しては、山際

のほうはなかなか受け手がいないような状況

ですけれども、あと溝延の今回の築堤に関し

て、いわゆる河川側になるところに関しては

大体サクランボ、河川整備のその買収面積も

含めて、大体サクランボが４町歩から５町歩

もうなくなりました。用地買収も含めまして

ですけれども。ですから、まず今まで河北町

で一番の生産地だった溝延地区のサクランボ

が、多分谷地地区よりも収量がかなり減るか

なと思っております。そこの地域に関しては

今、溝延地区のそこには大分その遊休農地点

在しておりますけれども、そこに関しては畑

作組合的なものをつくりながら、いわゆる畑

の基盤整備で畑作物、いわゆる果樹でなく、

畑作物をやっていって農地を何とか保全して

いきたい、守っていきたいというような構想

も描きながら、できるだけその遊休農地解消

したいと思っております。 

   ただ、もう一つ遊休農地解消に向けて、私

も今回解消事業を申請しておりましたけれど

も、いわゆる予算の範囲内で令和８年度まで

延ばしてくれというようなことがありまして、

春から何とかそれを解消して、６月ぐらいま

でやりたいなと思ったんでしたけれども、い

わゆる国の事業、予算がないということで、

その辺もなかなか難しいところがありまして、

農家の方にその辺の遊休農地解消事業、もう

少し農業委員会としてもＰＲできたらと思っ

ております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 丁寧なお答えありがと

うございます。 

   どうも私も今後、地区計画等の話合い、各

地区の話合い等あれば、また参加して、問題

の掘り起こし、解決に向けて努力していきた

いと思います。 

   次に、水田活用の５年水張りルールについ

てですけれども、これ令和４年でこの水張り

ルールができて、で、やっぱり東北農政局の

方からも河北町のサハトべに花の会議室で皆

さん、農家の人集まって話しして、説明も受

けたんですけれども、やっぱりそのときの話

あって、やっぱり農家にとっては大きな問題、

もう大問題だということで、多分ほかの地区

とほかの県からもそういう話が出ていたので、

大臣やむなくこういう水張り要件は求めない

というふうにしたのかなとは思っているんで

すが、もう間もなく来年度の水田のほう、作

付はまだ後なんですけれども、耕作、耕すか

ら始まって種まき、来年度の計画も細目書に

よって立てております。こういうふうに計画

立てたときにまだしなくていいんだよとなる

と、どうしても農家の人って困ってしまいま

す、悩みます、考えます。本当にこの水張り

を求めないというふうになるのか、ならない

のか。私は水張りの要件は求めないと言って

いますので、それだけはもう求めないという

認識でよろしいのでしょうか。佐藤課長、お

願いします。 
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○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

５年水張りの問題でございますけれども、国

のほうからの通知でございますと、先ほど町

長答弁にもございますけれども、現行水活の

令和７年、８年の対応として、連作障害を回

避する取組を行った場合、水張りしなくとも

交付対象とするというふうなことで回答が来

ております。 

   この連作障害を回避する取組、具体的には

土壌改良資材の散布というふうなことで大臣

のほうも話しておりますけれども、ただ、こ

のやり方、証明の仕方等につきましては、国

のほうでは４月以降の要綱に盛り込む予定だ

というふうなことで回答しております。です

ので、令和７年、８年度につきまして、この

事業を行った場合は対象にするというふうな

ことは確実かと思われますけれども、その証

明の仕方、申請の仕方等につきましてはまだ

不明瞭なところがありますので、この内容が

分かり次第、皆様のほうにご説明したいとい

うふうに思っております。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） どうもありがとうござ

います。 

   やっぱりまだ農林水産大臣から話が出たと

いうか、表明したということで中身が煮詰ま

っていないということで、今後の状況を見極

めていきたいと思っております。 

   次に、放課後児童クラブの利用者増加対策

についてお伺いします。 

   昨年は谷地中部小学区で場所が足りないと

いうことだったんですが、このたび、今です

が、今度は場所はあるんですが、支援員の方

が人員不足でいないということで、どうして

も待機児童が出そうだという話をお伺いして、

この質問を行っているのですが、今後、長期

休み、今からですと夏休み、あとは冬休み、

年末年始休みというような長期休みが出てく

るわけなんですけれども、そこでやっぱり申

込者がまた増えてきた場合、やっぱりどうし

ても待機児童というのは長期休みに出てきか

ねないなと思いまして、この今後の学校教育

課のほうの対応というのはどういうふうに考

えているか、再質問します。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 お答え申し上げます。 

   今、そういう長期の休みのときに受け入れ

ているのはちびっこ学童さんのみであります。

そのほかのところは通年通してでないと、今

のところ受け入れていないという状況にあり

ます。そこで、今年度支援員の方にお声がけ

をして、いわゆる中部のちびっこ学童であり

ましたけれども、そこに夏休みの間というこ

とでお声がけをしたら、お一方そのままやっ

てもいいということでいただいたというとこ

ろでございます。 

   今後も夏休みはこのちびっこ学童において

は増える可能性がございますので、やはりそ

ういった支援の方、まずは町としまして支援

の方にお声がけをして、何とかしていきたい

なというふうに思っています。やはり短期間

の働く場所ということでは、なかなか人員の

確保は難しいというふうに思っておりますけ

れども、町としましてはこのような努力をさ

せていただければと考えております。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） 河北町の第３期河北町

子育て支援計画（案）、あとはパブリックコ

メントも行われましたけれども、やっぱりそ

の中でも基本理念というのがありまして、子

供が健やかに成長し、安心して子育てできる

まちということを大きく掲げて、町の政策で

も子育て支援に対する対応というのはほかの

自治体にはないくらいと先日の一般質問でも
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同僚議員さんがおっしゃっておりましたが、

この支援すごく充実していて、私は河北町に

とって自慢できる一つであるなと思っており

ます。この自慢できる政策があるので、やっ

ぱり今後、また来年度、再来年度も待機児童

が出そうだ、人数が学童に、放課後児童クラ

ブに申込み、利用者が増えそうだというとき

に、保護者の不安、あれ、人数多くて受け入

れていただけないなというふうな話がまた出

てきたら、これはやっぱり町にとってマイナ

スのイメージしかなくなります。そのマイナ

スのイメージを持たせないためにも、やっぱ

り今後、確実に子育て支援を行っていくとい

う表明はしていただきたいなと思っていると

ころなんですけれども、学童をまず、この第

３期計画の基本目標１の⑤に放課後児童健全

育成事業、ここ担当課は学校教育委員会、学

校教育課、教育振興係なんですが、事業内容

に保護者が就労等により昼間家庭にいない小

学生に適切な遊びや生活の場を与えて、児童

の健全育成を図ります。今後の方向性、これ

継続となっているんですが、待機児童は出て

いませんが、利用のニーズは年々増加傾向に

ありますで終わっております。ほかの支援事

業の今後の方向性というのは、実施について

検討を行っていきますとか、あと、こういう

ことを図っていきますというのが書かれてい

るんですが、ここだけ方向性が増加傾向にあ

りますで、現状だけしか載っていないんです

よ。このやっぱり方向性というのをこの案の

中にはしっかり示していかなければならない

と思っているんですが、ここはどのようにお

考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 放課後児童クラブの事業

につきましては、来年度、一応令和７年度に

おいてピークを迎えるというような想定をし

ておりますので、今のところ現行のまま継続

していきたいという考えでございます。 

○丹野貞子議長 「６番増川憲一議員」 

○６番（増川憲一議員） どうもありがとうござ

います。 

   今後も充実した子育て支援をよろしくお願

いしたいと思います。 

   これで私の一般質問を終わります。どうも

ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、６番増川憲一議員の一

般質問を終わります。 

   ここで暫時休憩とします。 

     休 憩  午前９時４８分 

     再 開  午前９時５０分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、４番東海林信弘議員の一般質問を行

います。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） それでは、一般質問

をさせていただきます。 

   質問事項の１は、最上川左岸の溝延地区堤

防整備の進捗と柏川の管理と治水対策につい

てお伺いします。 

   溝延地区の治水対策については、最上川中

流・上流緊急治水対策プロジェクトにより、

最上川左岸の寒河江川との合流点から柏川合

流点までの堤防整備が位置づけられ、この堤

防整備案については県及び寒河江川土地改良

区にも参加いただきながら、国が主体となっ

て溝延地区治水対策に関する説明会などを開

催していただき、地元の皆さんのご理解とご

協力を得て築堤工事が進められているものと

認識しているところです。 

   管理道路や管渠整備、用水・排水の樋門整

備なども順次進められているところです。 

   築堤建設に関連した用地買収などの課題や、

用地買収後の耕作者による作付などの課題、

現時点での課題などあるのか、お伺いしたい

と思います。 
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   また、溝延地区の築堤事業の計画では、令

和８年度の完成を目指し事業が進められてい

るところです。 

   そこで質問要旨の１は、令和８年度に築堤

事業完成のスケジュールになっておりますが、

現在の進捗と築堤に関連する課題などについ

てお伺いいたします。 

   溝延地区内を流れる柏川は、溝延地区の６

区で分岐され、６区・７区・８区の住宅内を

流れ、溝延小学校南側を流れているところと、

溝延小学校北側の水田内を排水堰として流れ

ているところがあります。この分岐された柏

川は既存の堤防付近で合流され、堤防に沿っ

て蛇行し、田井置上の溝延悪水路とまたさら

に合流し、最上川へと流れ込んでいきます。

その悪水路には排水樋管も設置されており、

国交省東北地方整備局と記載され管理されて

いるようです。 

   住宅地内を流れている柏川は町の管理なの

か、北側の水田を流れているところは土地改

良区なのか、また合流して最上川へ流れてい

くところは国交省の管理なのか、はっきりし

ないのが現状ではないでしょうか。 

   そこで質問要旨の２は、溝延地区柏川の管

理は誰が行っているのか、また今後の柏川治

水対策はどう考えているのかお伺いいたしま

す。 

   以上、再質問を留保し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ４番東海林信弘議員の一般質問

に対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ４番東海林信弘議員の一般質問

にお答えいたします。 

   最上川左岸の溝延地区堤防整備の進捗と柏

川の管理と治水対策について申し上げます。 

   １点目の溝延地区堤防整備のスケジュール

進捗と課題について申し上げます。 

   本事業は国の事業として、令和５年度から

現在まで鋭意進められております。当初は令

和８年度の完成を目指して事業を実施してお

り、管理用道路の盛土工事や用地買収が進め

られてきました。現時点で、先行して実施し

ておりました管理用通路工事は約８割程度完

成し、築堤に必要な用地の契約は約９割以上

契約が完了しております。令和７年度からは、

農業用水の非出水期に合わせて、堤防本体の

盛土や水路の付け替え工事が行われます。 

   堤防の機能に必要な盛土工事や樋門などの

主要な設備工事については、計画どおり令和

８年度で完了する予定でございますが、舗装

工事や光ケーブル埋設などの本体機能以外の

付帯工事につきましては、令和９年度に実施

される予定である旨、国から連絡を受けてお

ります。事業全体としては１年延長とはなり

ますが、堤防の盛土工事や樋門など主要工事

は、当初の計画どおり令和８年度内に完了す

る見込みであり、最上川の増水等に対する治

水対策については、計画どおり進行するもの

と受け止めております。 

   課題としましては、今後の速やかな事業用

地の契約締結や、近年、全国的な自然災害の

激甚化・頻発化している中、早期完成のため

の十分な財源確保が必要であり、引き続き積

極的な働きかけを行っていく必要があると認

識しております。 

   ２点目の溝延地区柏川の管理は誰が行って

いるのか、また、今後の柏川治水対策につい

てお答えいたします。 

   ご質問にありましたとおり、溝延地区内を

流れる柏川は、溝延６区の柏川分水門から、

住宅地内及び溝延小学校の南側を流れる経路

と、溝延小学校北側の水田内を農業用水路と

して流れる経路と２つの経路に分岐し、最終

的に既存の堤防付近で再度合流し、最上川へ

と流れていきます。 

   まず、住宅地内を流れる柏川についてでご
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ざいますが、これは溝延６区・７区・８区内

を多方面に分岐した生活排水路、いわゆる法

定外水路と呼ばれる水路を通り、下流合流地

点へと流れていきます。法定外水路に係る維

持管理につきましては、生活雑排水などで利

用している受益者であります地域住民の方々

にお願いしておりますが、地域住民による管

理が困難な案件が発生した場合においては、

その都度、地域の方々と協議し、町の関係課

が連携し対応してまいります。 

   次に、溝延小学校北側を流れる柏川につき

ましては、農業用排水路としての機能を果た

しており、水田脇を通りながら、下流合流点

へと流れてまいります。その管理につきまし

ては、農業用排水路という用途から土地改良

区によって行われ、地元の農業者の方々が維

持管理されておられます。 

   それぞれの水路から合流した柏川につきま

しては、国の河川区域内を通り、最終的に本

流の最上川へ流れてまいりますので、一部土

地改良区が管理している区間もございますが、

その河川区内の管理につきましては、国が行

っております。 

   柏川の治水対策でございますが、令和５年

度において、溝延地区の浸水対策基本調査を

コンサルタント業者に委託して実施しており

ます。その際の調査結果としましては、町道

溝延杉の下線と柏川が交差する地点に新たな

水門を設置し、内水をポンプ等で排出する案

がまとめられたところでございます。新たな

水門の設置については、当該排水路に関する

内水対策として一定の成果が期待できるもの

の、水門の下流で合流する排水路があり、そ

れらの排水路から水があふれる恐れもござい

ますことから、現在進められております築堤

事業を踏まえた検討も必要でございます。 

   先ほど、溝延地区の築堤整備に関するスケ

ジュールと進捗状況について答弁させていた

だきましたが、事業の主体である国交省では、

築堤に併せて、柏川に排水樋門、排水ピット

を設置することが計画されております。この

排水樋門などは全ての排水が合流した後の箇

所に設置されるため、排水作業を行うにはこ

の箇所が最も効果的であると考えております。

このように排水ピット等が整備されることを

踏まえまして、町として、内水をどのように

して排出するのか、詰めた検討を進める必要

があると考えております。 

   国の計画では、排水作業箇所へのアクセス

となる堤防天端については、路肩を除く幅員

は5.6メートル、既存の堤防がある田井地区側

からの進入と、県道皿沼河北線の新寺川橋辺

りからの進入が可能とされておりますので、

堤防の完成を見据えながら、現地で必要とさ

れる排水の処理能力を確認し、町所有の可搬

式排水ポンプの活用やポンプ車の配備など、

比較・検討を進め、実効性のある対策を講じ

てまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。再

質問に入ります。 

   「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 答弁ありがとうござ

いました。 

   最初の溝延地区の堤防整備のスケジュール

ということで質問させていただきましたが、

各築堤協議会への説明、また常任委員会の説

明等々受けていますので、スケジュールに関

しては了解した、理解したということで発言

させていただきます。 

   ただ、その９割、今築堤に必要な用地買収

９割ぐらい今進んでいるという、契約が完了

しているということですが、残りの約１割、

これの契約は今年度か、令和７年度か分かり

ませんが、ある程度進んでいくのでしょうか。

それによってのスケジュールの遅れ等々発生
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するのか、その辺もし分かればお聞きしたい

と思います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 お答えします。 

   今ありましたように９割以上の方が契約に

同意しているということでございますが、ほ

ぼ皆様方が、ほぼですけれども同意はしてお

りまして、あとは国の予算の関係上というこ

とで今動いているようです。今年度も、来年

度も一応契約締結に向けて国のほうでは動く

ということで聞いておりますので、なるべく

早めに皆さん全用地を契約していただければ

なと、こちらのほうでも確認していきたいと

思っているところです。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） 契約は９割で同意は

得られているという、全て同意が得られてい

るような今発言だと思いますが、その辺もや

っぱり正確な情報、国とちょっと共有して、

そのような情報の共有を図っていただきたい。

ただ、築堤が１年遅れました、２年遅れまし

たとかと言われると、やっぱり地元住民の方

安心して生活できないという面もあります。

また、耕作している方にとっても、何で今頃

まだ終わっていないんだという意見も出てき

そうですから、その辺も十分連携を取って、

確認していただきたいと思います。 

   また、先ほど町長答弁にもありまして、今

の課長答弁にもありましたが、この財源確保

ということで何か非常に重要なことではない

かなと思います。今やっぱり答弁にもあった

ように激甚の災害とか、いろいろ頻発してい

る中で、せっかく築堤事業が進んでいる中、

それが止まるようなことがないように、その

情報の共有だけしっかり、財源確保といえば

国にお願いしたりとかですね、その辺の連携

を取ってやっていただけたらと思います。財

源がなくてはね、工事できませんので、その

辺も含めてよろしくお願いしたいなと思って

おります。 

   あと、築堤のスケジュール関連のあと課題

等々いろいろありますが、実際３月の上旬で

しょうかね、細目書、耕作者にとっての細目

書を作成したりとか、提出したりとかという

ことがあってですね、これはただ報告という

か、参考までにお聞きしていただければと思

うんですが、細目書をつくるときに、その地

権者はその契約して売買契約を結んで、どこ

ら辺が残っているとか、その耕作者がなかな

か細目書を書けないような状態が続いていた

んですね。で、そういったこともあって地権

者だけの情報共有じゃなくて、耕作者にもそ

の情報を入れて、細目書を書かなければいけ

ないんですから、やっぱり正確な情報、何を

やったらいいかということで書きあぐねたの

で、その辺の情報も入れていただければ、ス

ムーズな耕作もできるのではないかと思って

おります。それは、私の意見として捉えてい

ただければと思います。 

   築堤に関しては、以上で終わります。 

   ２点目の溝延地区の柏川の管理、誰が行っ

ているということで、前々から私も気にして

いたんですけれども、ようやく私も重い口を

開けてお聞きしたいなということで、この一

般質問をさせていただいたんですが、もう１

回確認しますけれども、溝延地区、地内、６

区から７区、８区、住宅地内を流れるのは法

定外水路ということで、財産上の管理は町だ

としても、そういった災害とか、とんでもな

いことが起こったら、町も関与して関係部署

と連携して対応していただく、それは分かり

ました。また、あと北側の排水堰、これも土

地改良区、農業者と一緒に管理して、維持管

理していく、これも分かりました。 

   あと、もう一つはその国の管理、２つの経
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路から合流して、今、既存の堤防のところ蛇

行して最上川に入っていくんですけれども、

その辺の国管轄、一部土地改良区あるという

ことですけれども、その辺の整備がどうも納

得いかなくてですね、国の仕事なので、何と

言ってもしようがないと思うんですけれども、

今回この築堤を整備する上、または管理道路

を整備する上で、その柏川の管渠も今できて

います。そこには管理道路がある、令和７年

に施工されて、完成するようですけれども、

その柏川の出口というんですかね、それが何

か全然整備されていなくて、ただのどぶ川み

たいにヘドロがたまっていて、どこが河川な

のか、柏川という名前がついている川なのか

という不安がすごくあるんです。で、そこを

国のほうに対してお願いしていただきたいの

は、やっぱり槇川でもそうですけれども、し

ゅんせつ、あとは最上川のしゅんせつ、いろ

いろ流下能力を向上させるために、しゅんせ

つなどいろいろやっていただいておりますけ

れども、国の管轄というのであれば、そこの

管理道路、管渠整備も終わっているとは思い

ますけれども、そういうところで柏川のその

しゅんせつをしていただいて、ちょっとでも

整備していただけないかなと思います。その

辺どういうアクションを起こしていくか分か

りませんけれども、それをお願いしたいと思

うんですがいかが、見解をお伺いしたいと思

います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 柏川の最下流部の河川

区域の中というのは、先ほども申したとおり

国の管轄というか、管理上の河川になります

ので、そちらのほうのご要望は国のほうにま

ずお伝えして、うちのほうも、町としまして

も、なるべくそれが流下能力が悪くなると柏

川の上流のほうに内水氾濫ということが起こ

るといけないということで、強く要望してい

きたいと思っているところです。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ありがとうございま

した。希望の持てる回答で、ありがとうござ

います。 

   やっぱりね、しゅんせつして流下能力を上

げないと、そこは流れても、今度は今から排

水ピット、国交省のところでもう承諾してい

ただいて排水ピットとか、そういうものも造

っていただくと、輪中堤にですね、柏川の下

に、それがすごく大変助かって喜んでいると

ころなんですが、そうすると出口と、やっぱ

りそこの柏川でたまった水を排水ポンプを使

って上げるというのは大体分かります、やり

方は。で、この令和５年で調査したという結

果で、その結果がこういうことにも表れてき

ていると思うんですが、そのピットからくみ

上げる、ポンプで排出するという作業は理解

しているんですけれども、そのほか、要は先

ほど言ったその下流域の最上川に入るところ

のそのしゅんせつとか、その河川の整備とか、

そこら辺も必要ではないかと。 

   あと、もう一つはその上流。要は槇川のよ

うに田んぼダムで、その水が上流から流れて

こないようにと流化能力を極力抑えて、内水

氾濫を防ごうとか、そういった調査の中での

報告はなかったのでしょうか。その辺、１点

お伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 お答えしたいと思

います。 

   令和５年度の当時の基本調査に基づく報告

でありますが、請負業者からは柏川の流れ、

あるいは想定される降雨量などを想定した上

で調査を進めていただいたところであります

が、例えばしゅんせつをした場合はどうとか、

田んぼダムを機能させた場合はどうとかとい

う部分においては、そこまでの細かい想定は
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入っていなかったというふうに記憶しており

ます。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） その排水ポンプらし

き、そこの整備というか、やり方だけは報告

受けたということで、ほかのやつは何もしな

いというとちょっと言葉はあれですけれども、

何も分析もされていなくて、調査もしなかっ

たということもあってですね、令和２年７月

の豪雨災害のときは、やっぱり柏川はちっち

ゃい堰なんですけれども、胸のあたり、私な

んか多分かぶるぐらいの高さまで床上浸水し

た住宅もありました。これは建って１年ぐら

いたった家だったんですけれども、その家は

もう母屋と道路挟んで２軒床上浸水、もうす

ごい状態ですね。まさかここの川がこんなに

上がるとは誰も思っていなくてですね、で、

令和４年の８月頃にも雨、線状降水帯があっ

て雨が降ったときも、あのときもやっぱり毎

回雨が降ると私も見に行くんですけれども、

すごく流れが速くてですね、かさが増して、

そのとき消防団の方で土のうを上げて積んで

いただいたりとか、ただ見ているだけで何も

できなかったですね。そういったこともあっ

て、上流域からの水の流れというものをもう

１回再度見直し調査していただいて、前、三

泉とか、その辺の基盤整備ですか、それを行

ったときに、そういったことでこの流れはこ

うで大丈夫ですよとか、寺川に行っても大丈

夫。あとは、水のほうから、ごんごん水流れ

てきますから、上流のほうから。それは今度、

今、南側というと寺川に行くやつと、溝延八

幡神社の中の境内の水路を通って、そこから

今度北のほうに流れて、５区、６区、７区、

８区と流れていくんです。そういった経路も

踏まえて調査していただかないと、全部あそ

この柏川に北半分というか、真ん中より上の

ほう、全部流れてくるんです、雨水も全部。

そうすると、あの堰ではどうしても対応はで

きない。ましてや溝延の８区にある南泉寺と

いうお寺があるんですが、その北側、北側の

昔、町の住宅と呼ばれていたところがあって、

その辺の河川もあまり柏川に入っていかない

ものですから、そこがあっぷあっぷであふれ

てきて冠水する。ちょっとした雨でですよ。

線状降水帯ちょこっと続けば、すぐあそこあ

ふれるんです。また、８区の公民館の前とか、

全部柏川に起因したところが要因で冠水が起

きているということもあってですね、土地改

良区の管理か分かりませんが、日和田の排水

門、分水門、あそこら辺の管理も本当に雨降

ったときにどうなっているのか、そこを私も

まだ調査していないですけれども、その辺も

含めて、やっぱり上流のほうからやっぱり止

めていただかないと、高いところからね、水

は低いところに流れてきますので、そういっ

たことを踏まえて、やっぱり調査して意見を

言ったりとか、丁寧な分析と調査をしていた

だきたい。これは内水のたまったものをどう

かするという方法はやっぱりこれでいいと思

いますけれども、ただ、この排水ポンプ、自

前の可搬式の排水ポンプですとか、国交省の

排水ポンプ車、今度堤防整備になって安価に

乗り入れやすくなるとは思うんですけれども、

そういったところを本当に未曽有の被害が出

たときの迅速な対応もお願いしたいなと思い

ます。で、田んぼダムということも、やっぱ

り上流域でのやっぱり水の流れというものを

緩やかにして、被害を抑えるというのも本当

にいい、効果的な方法だと思いますので、ぜ

ひそういったことに目を向けてやっていただ

けたらと思います。 

   法定外水路と言われると、なかなか法定外

道路とか、水路とかいろいろあるんですけれ

ども、なかなか私たち一般の方にはなかなか

なじみのない。赤道とか、青道とか、中にそ
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ういう話があってですね、法定外道路でもや

っぱり整備するとき、砂利を敷くにしても、

ここら辺の近所の人でお金を出し合ってやる。

水路の場合もその地区地区の部落で、どぶ上

げしたり、石上げ、砂利上げしたりやってい

たという覚えありますけれども、その辺はそ

の辺で地区の方に任せてもらえればいいと思

います。で、災害起きたときは必ず迅速な対

応、行政の迅速な対応をお願いしたいと思い

ます。 

   ここで１点お聞きしたいのが、その法定外

水路ののり面、のり面なんです。個人の民地

になっているのり面なんですけれども、そこ

の柏川の水があっぷあっぷになって、のり面

が崩れてきてという部分がありました。７区

地内です。で、そこはその住民の方がこれで

は自分の土地、基礎、それもぺろっとむき出

しになってくるような勢いで流れていたので、

そこを自分のお金でコンクリートして、しっ

かり補強していました。そういった旨の支援

とかですね、もうそういった支援もあるのか

どうか、ちょっとお聞きしたいんですけれど

も、工事する前の多分依頼、申込みになると

思うんですが、その辺をちょっとお伺いした

いと思います。 

○丹野貞子議長 「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 法定外の道路または水

路に関しては、受益者が何人か集まって、そ

ういう舗装ですとか、そういう側溝を入れ直

したりというような事業については、３割の

補助というものが都市整備課でございますの

で、それはやっぱり施工前ということになり

ますので、そういうことをする場合は､ご相談

していただきたいなと思っているところです。 

○丹野貞子議長 「４番東海林信弘議員」 

○４番（東海林信弘議員） ありがとうございま

す。 

   私もちょっと知恵あったら、その方に初め

からお伝えしたかったんですけれども、もう

やった後で、やっぱりこれはやる前の申請だ

ということをお聞きしたので、あえて今回聞

かせていただいて、やっぱり記録に残してい

ただきたいなということで、あえて申し上げ

ました。 

   やっぱり、そのたかが柏川の排水堰なんで

すけれども、あれで住居が被災すると、もう

ここから出ていくという方もおられます。ま

た、人口それで減です。そういったことも考

えて、やっぱり人の命と財産を守るというこ

とは非常に大切なことで、いやいや法定外水

路だからと言われるとかちんときますので、

その辺も含めて、今回の答弁書にも連携して

やるということを答弁されていますので、安

心しているところです。 

   今回の築堤の整備に当たっては、柏川につ

いて国交省の方にも再三お願いしてピットと

か、そういったものを造ってくださるという

ことを確約いただいて、この今回の答弁には

ありましたので、その辺は安心しているんで

すが、ただ、それが完成するまでもう気が抜

けませんので、今回の大船渡の山火事ですと

か、いろいろ線状降水帯で災害が発生してい

ますので、その辺は迅速な対応をお願いして

おきたいと思います。 

   で、柏川でいいますと、やっぱり昔私の家

も床下浸水したこと、何回も一般質問させて

いただいて言っているんですが、どうしても

やっぱり被害に遭うとちょっと落ち込んで、

ふさいでしまいます。今回の私の友人ですけ

れども、床上して、キッチンまで直す羽目に

なって、相当な持ち出しの金もあったと思い

ます。その辺も含めて考えたら、やっぱり迅

速な対応、やっぱりならないにこしたことは

ないんですけれども、その対応がやっぱり何

か県河川、国河川だと、なかなか進んではい

るんですけれども、法定外水路だから進んで
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いかないということもないかもしれませんけ

れども、その辺も加味して、やっぱり行政の

ほうからも温かい手を差し伸べていただけた

らなと思います。 

   それ本当に、私住人としても柏川の案件は

本当に恒久対策、どういう恒久対策になるの

か分かりませんが、その辺も深くお願いして、

私の一般質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、４番東海林信弘議員の

一般質問を終わります。 

   ここで10時35分まで休憩します。 

     休 憩  午前１０時１８分 

     再 開  午前１０時３４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、７番木村章一議員の一般質問を行い

ます。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 一般質問を行います。 

   早速、質問の１であります。河北町に総合

病院を存続させるため、町財政からの費用負

担も念頭に、運営母体への参加を検討すべき

ではないかということについてであります。 

   質問要旨１は、河北町に総合病院の存続を

求める町民の声をしっかり受け止め、力を尽

くさなければならないのではないかと思われ

ます。いかがでしょうか。 

   質問要旨の２であります。運営母体に参加

した場合、町財政からの費用負担はどの程度

になるか。建設費負担と運営費負担の大まか

な金額を想定し、河北町に総合病院を存続さ

せるため、運営母体への参加を検討すべきで

はないでしょうか。 

   質問要旨の３であります。統合する病院に

ついて、患者重心の位置が寒河江市の三泉小

学校付近であり、そのすぐ近くにある、現在

の県立河北病院のところに建設するように求

めるべきではないでしょうか。 

   以上、答弁を求めます。 

   次は、質問の２であります。子育て世帯の

心に届く子育て支援として、思い切った学童

保育の保護者負担を無償化する支援に取り組

むべきではないでしょうか。 

   質問要旨の１であります。河北町の学童保

育は特に谷地中部小の学区などで、学童の受

入れ態勢がいまだに不十分であり、態勢整備

を進めるべきではないでしょうか。 

   質問要旨の２であります。学童保育は子育

て世代に必須の制度となっており、思い切っ

た保護者負担を無償化する支援をすべきでは

ないでしょうか。 

   答弁を求めます。 

   次は、質問の３であります。 

   昨年の３月議会、６月議会、９月議会、12

月議会に続いて今回も学校統合問題について

一般質問いたします。 

   小学校の統廃合と小中一貫校は、小さな学

校、小さなクラスが教育先進諸国の向かって

いる方向であります。ですから、第１に教育

的に利点が少ない、ないのではないか。第２

に地域振興にマイナスで、河北町全体の衰退

につながるのではないか。第３に町の財政に

も大きな負担が発生する心配があり、小学校

の統廃合と小中一貫校は大いに問題がありま

す。 

   そこで、質問３であります。小学校の１校

統合や、小中一貫校にすることは、全町民に

とって町の将来を大きく変える課題であり、

全町民アンケートで意見を聞くべきでありま

す。 

   質問要旨の１は、小学校の１校統合や、小

中一貫校にすることは、子供たちの教育的に

も、地域振興と町のにぎわいづくりでも、町

の財政運営からも問題が多いと考えられます

ので、町民の意見を聞くアンケートを実施す

べきではないでしょうか。 
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   質問要旨の２であります。2018年まで検討

を続けた小学校の将来を考える会では、学校

統合は地元で意見がまとまったときに進める

としており、あり方検討委員会の直前のアン

ケートでは１校に統合する意見はたった11％

だったことなどから、方向を大きく変えよう

とするなら、全町民アンケートを実施すべき

であります。 

   質問要旨の３であります。あり方検討委員

会などで、町内の各地域で意見を聞いたとき

や、さらにパブリックコメントでも、１校統

合や小中一貫校は少数意見であります。町民

の大多数の意見と異なる方向に方向を大きく

変えようとする場合には、全町民アンケート

で意見を聞くべきではないでしょうか。 

   以上、町長の答弁を求めます。 

○丹野貞子議長 ７番木村章一議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ７番木村章一議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、河北町に総合病院を存続させるた

め、町財政からの費用負担も念頭に、運営母

体への参加を検討すべきではないか、この点

について申し上げます。 

   １点目の河北町に総合病院の存続を求める

町民の声をしっかり受け止め、力を尽くさな

ければならないのではないかについて申し上

げます。 

   河北病院は、本県最初の県立病院、スター

ト時点では県立谷地病院として発足した病院

であります。昭和39年には山形県立河北病院

と改称され、開院以来、これまで村山地域の

二次医療機関として基幹的役割を担うととも

に、西村山地域のみならず、北村山地域など

の近隣地域も含め、地域医療、救急医療、災

害医療、さらには感染症対策等の主要な機能

を担ってきた、なくてはならない重要な総合

病院であります。長い歴史の中で、医師不足、

外来休診問題、経営健全化に向けた様々な課

題に直面しながらも、将来を見据えた地域医

療のために、医師をはじめとする医療従事者

ほか関係者のご尽力により病院運営がなされ

てきた経過があると認識しております。 

   令和元年９月に厚生労働省が公表した「再

編統合の議論が必要な病院」として、県内で

は県立河北病院、寒河江市立病院を含む７病

院が挙げられました。これを受けて、西村山

地域医療提供体制の再構築に向けた検討・協

議が重ねられてきた中で、県立河北病院と寒

河江市立病院を統合して新病院を整備するこ

とが妥当であるとする結論に至り、これを踏

まえ今年度、県と寒河江市における新病院整

備基本構想の策定に向けた検討・協議が進め

られてきたところでございます。 

   本町の地域医療において、県立河北病院が

極めて重要な役割を果たしてきた歴史的経過

を背景として、これから中核的病院がどうな

るのか、必要とする地域医療が確保されるの

か、身近な病院で良い医療を受けられること

は地域住民にとって切実な願いであります。

昨年12月17日には、区長会が実施した「新病

院の立地場所を現県立河北病院とする要望書

名簿」、１万1,010名の署名簿が提出されたと

ころでございます。 

   昨年12月26日に公表されました山形県立河

北病院及び寒河江市立病院の統合再編・新病

院整備基本構想（案）の内容につきましては、

町民の皆様方に町長のメッセージとともに、

ホームページや概要版の全戸配布でお知らせ

したところでございます。また、１月21日に

は、地域医療と県立河北病院を考える会の皆

様、区長会の役員、町議会議員の皆様のほか、

一般傍聴の方を対象として、基本構想（案）

概要説明及び意見交換会を開催いたしました。

今後も、医療・介護・福祉関係者など現場の
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意見、住民、利用者の声を丁寧に把握し、反

映することにより、納得と共感が得られる新

病院となるよう、２月17日は西村山地域に整

備する新病院に関して、町長・議長の連名で

知事へ要望させていただいたところでありま

す。 

   協議会では、１月から３月にかけて関係者

との意見交換会を行い、基本構想（案）のパ

ブリックコメントも行われたとお聞きしてお

りますが、寄せられた意見等がしっかり反映

された基本構想の策定を期待するとともに、

町としても、持続可能な医療提供体制の構築

に向けて、引き続き利用者の視点に立った意

見を率直に申し上げてまいりたいと考えてお

ります。 

   ２点目の町財政からの費用負担はどの程度

になるか、建設費負担と運営費負担の大まか

な金額を想定し、河北町に総合病院を存続さ

せるため、運営母体への参加を検討すべきで

はないか、この点について申し上げます。 

   まず、建設費の負担額でございますが、現

時点での機械的な試算額として、県から示さ

れております。新病院の病床数、幅がありま

すけれども、中間値である148床と仮定した場

合、延床面積を約１万2,580平方メートル、敷

地面積を約２万7,000平方メートルと想定し、

病院整備に係る費用については用地取得費が

９億3,000万円、建設工事費が94億4,000万円、

設計費・工事管理費が４億8,000万円、医療機

器・システム費が11億9,000万円、什器備品費

が１億5,000万円、移転費6,000万円、合わせ

た整備事業費の概算費用、全体で約123億円と

いう数字が提示されております。 

   病院整備に係る繰出金（イニシャルコスト

相当分）になりますが、これは年当たり4.8

億円となる見込みであります。４億8,000万円

となる見込みであります。これから交付税の

総額２億4,000万円を差し引きますと、実負担

総額は構成団体全体という数字になりますけ

れども、年間２億4,000万円となる見込みでご

ざいます。さらに、病院経営に係る繰出金（ラ

ンニングコスト相当分）になりますけれども、

現在の２つの県立河北病院と寒河江市立病院、

この対する県と寒河江市の繰出金の状況等を

踏まえ、年間で約、これも幅ございますが、

14億4,000万円から17億2,000万円の負担額と

試算し、これからランニング相当分の交付税

総額１億5,000万円を引いた実質負担総額、こ

れはいずれも年間のものであります、毎年と

いうことであります、構成団体全体で年間約

12億9,000万円から15億7,000万円と試算され

ております。 

   新病院の整備費用、そして運営費用、イニ

シャル、ランニング合わせた実質負担総額は、

構成団体全体で年間約15億3,000万円から18

億1,000万円となる試算でございます。構成団

体の負担割合は、構成団体で協議し負担する

こととなります。現時点では、示されている

ものはございません。将来にわたって毎年15

億3,000万円から18億1,000万円という多額の

財政負担を伴うものであり、参画する場合の

町の財政負担等について十分見据えながら検

討する必要がございます。したがいまして、

この点、慎重かつ熟慮の上、参画の是非を見

極めてまいりたいと考えております。 

   なお、県に対する要望の中で、運営母体へ

の参画の意思決定に必要かつ十分な判断材料

を分かりやすく提示するよう求めているとこ

ろでもございます。 

   ３点目、統合する病院について、患者重心

の位置が寒河江市の三泉小学校付近であり、

すぐ近くにある、現在の県立各病院のところ

に建設するように求めるべきではないかにつ

いて申し上げます。 

   新病院の適切な立地場所を検討するための

参考の一つとして、昨年度のワーキンググル
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ープ最終報告書において、管内１市４町の人

口重心と現２病院の入院患者のうち、西村山

地域在住者の患者重心を検証した結果、いず

れの重心地点も寒河江市内にありましたが、

県立河北病院の入院患者には、北村山地域の

在住者も一定数含まれることに留意して検討

することが必要とのワーキンググループのメ

ンバーの意見が付されたことにより、東南村

山・北村山地域、西村山地域に限らずという

ことです、在住者を加え、村山地域在住者全

体の患者重心が再検証されました。その結果

として、今回示された基本構想（案）におい

て、寒河江市の三泉が示されております。い

ずれにしましても、人口重心や患者重心だけ

で直ちに立地場所とするものではなく、立地

場所の検討に当たっては、７つの視点から成

る立地条件に照らしながら、段階的なプロセ

スを経て総合的に評価し、評価の高い候補地

を絞り込んでいくと基本構想（案）には示さ

れております。 

   本町といたしましては、２月17日の県知事

への要望の中で、現河北病院の敷地は南側に

隣接する町有地、これも含めて新病院の立地

条件に照らしても有力な建設候補地となるこ

と、建設候補地の絞り込み、建設予定地の決

定に当たっては、検討の各段階において、利

用者の視点に立った十分な検討を行うととも

に、検討結果のみならず、選定経過など説明

を尽くすよう要望いたしております。令和７

年度には、７つの視点に基づいて、評価基準

というものを改めて設定した上で、建設予定

地、最終的には１か所が決定される予定とな

っておりますが、今後７つの候補地から１か

所に絞り込みを行う時点まで、可能な限り丁

寧な説明を求め、納得と共感が得られる病院

の整備に向けて、町としても対応してまいり

たいと考えております。 

   次に、子育て支援として、学童保育の保護

者負担を無償化する支援に取り組むべきでは

ないかについて申し上げます。 

   １点目の本町の学童保育は受入れ態勢が不

十分であり、態勢整備を進めるべきではない

かについて申し上げます。 

   放課後児童クラブは、児童福祉法第６条の

３第２項及び放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準に基づき実施している

ものでございます。保護者が就労等により昼

間家庭にいない小学校に就学している児童に

対し、授業の終了後などに適切な遊び及び生

活の場を与えて、その健全な育成を図るもの

であります。 

   その実施主体は市町村となっておりますが、

市町村が適切と認めた者に委託等を行うこと

ができるものであります。町では、谷地中部

小学校区にあるちびっこ放課後学童クラブ、

南部小学校区にあるさくらクラブ、溝延小学

校区にある溝延さくらクラブ、西里小学校区

にあるちびっこ放課後西里学童クラブの４つ

の放課後学童クラブに運営を委託し、放課後

児童健全育成事業を行っております。 

   本町における放課後児童クラブの登録者数

でございますが、令和６年１月１日現在では

228人、町全体の児童数の29.2％、令和７年１

月１日現在の登録者数では252人で、町全体の

児童数の32.8％となっており、ニーズは増加

している状況にございます。４つの放課後児

童クラブでは面積要件や安全管理上、利用の

定員を設けており、おおむね定員程度もしく

は若干定員を上回っての受入れを行っている

状況でございます。今後の登録者数を推計い

たしますと、登録率は増加傾向にございます

が、出生数が減少していることにより、令和

７年度をピークに登録者数は減少が予想され

る状況にあります。 

   このような中で、放課後児童クラブが直面

している現状を踏まえ、今年度からの新しい
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取組として、谷地中部小学校のミーティング

ルームと体育館を放課後の時間にお借りして、

放課後児童クラブとして利用する形態を取ら

せていただいております。今後も申込者の状

況を踏まえながら、放課後児童クラブの利用

を必要としている人が利用できないようなこ

とがないよう、対応してまいります。 

   ２点目の学童保育は子育て世代に必須の制

度となっており、保護者負担を無償化する支

援をすべきではないかについて申し上げます。 

   保護者の支援につきましては、町では現在、

放課後児童クラブ利用料補助事業といたしま

して、低所得世帯及び多子世帯に対する利用

料の補助を行っております。対象となるのは

要保護・準要保護世帯及び所得の制限はござ

いますが、２人以上利用している世帯が対象

となっております。なお、国においては、放

課後児童クラブの運営費用について、利用す

る保護者が全体の２分の１、つまり５割を負

担するよう求めることを基本的な考え方とし

ております。 

   本町における保護者負担の現状でございま

すが、保護者からの負担金は月額、クラブに

よりますけれども、月額１万1,000円から１万

3,000円でございます。令和７年度当初予算案

のベースで申し上げますと、運営費全体の４

分の１程度が保護者負担となっております。 

   放課後や学校休業日の生活は、子供の成

長・発達に欠かせない大切な時間であり、子

供たちが豊かな時間を過ごせるよう、また、

放課後児童クラブの存在は働く保護者にとり

ましても大きな安心と支えにつながるものと

認識しておりますが、子育て支援全体の中で

優先すべき施策を十分検討していく必要があ

ると考えております。 

   次に、小学校の１校統合や小中一貫校とす

ることについて、全町民を対象としたアンケ

ートで意見を聞くべきではないかについてお

答えいたします。 

   １点目の小学校の１校統合や小中一貫校と

することは、子供たちの教育的にも、地域振

興と町のにぎわいづくりでも、町の財政運営

からも問題が多いと考えられるので、町民の

意見を聞くアンケートを実施すべきではない

かについて申し上げます。 

   今後想定される児童数の急激な減少に伴う

子供の学びの環境の変化は、とても大きいも

のがあると受け止めております。教育委員会

による河北町立小学校の整備に向けた基本方

針では、小学校の発達段階において、一定規

模の集団の中で多くの仲間と関わり、多様な

考え方に触れることは、社会性を育む上でと

ても大切な経験であり、互いに切磋琢磨でき

る教育環境は、自分や他者のよさに気づく機

会になること、子供同士の実体験を通したつ

ながりを多くの仲間と過ごさせたいとの考え

が示されていたと理解しております。 

   地域振興への影響につきましては、地域に

根差した伝統文化は、児童数の減少や担い手

不足などにより、伝統を継承する取組が縮小

している現状があるようです。こうした状況

において、どの地区に住んでいる子供たちで

も、幅広く地区の行事に触れることができる

教育課程を編成していくことで、地域の方と

の実体験を通した交流をしていくことは重要

なことであると考えております。また、学校

運営に地域の声を積極的に生かし、河北らし

い特色ある学校づくりを進めていくことも重

要であると考えております。地域振興と小学

校の存在についての関係性は認識いたしてお

りますが、小学校の在り方については、子供

たちにとっての学びの環境を整えること、こ

れを第一義に考えるべきと、重要な課題と捉

えており、その上で地域振興についても重要

な課題として検討していくべきものと認識し

ております。 
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   財政面でございますが、小学校及び中学校

整備、それぞれの補助制度において、小学校

の統合については、整備費の２分の１が補助

対象となり、中学校の改築等の整備について

は、建物の老朽化などに伴う、そういった点

に着目した補助制度となっております。施設

一体型の小中一貫校となる校舎の整備につき

ましては、本町の小中学校の実情に即して、

補助対象の可能性や有利な起債活用も含め精

査していく必要があると考えております。統

合することにより学校運営に係る経費も少な

くなることから、歳入歳出両面からの検証が

必要であると考えております。設置形態や設

置場所、建設費、補助金、維持費等について

は、１月に設置されました学校整備委員会に

おいても検討されるものと承知しており、

様々な観点から具体的な検討を加えながら対

応していく必要があると考えております。 

   ２点目の2018年まで検討を続けた小学校の

将来を考える会では、学校統合は地元での意

見がまとまったときに進めるとしており、直

前のアンケートでは１校に統合する意見は

11％だったことから、方向を大きく変えよう

とするなら、全町民アンケートを実施するべ

きではないかについて申し上げます。 

   平成29年度に開催いたしました小学校の将

来を考える会において、教育委員会の役割と

して、地元の方からの統合に対しての要望・

意見をいただくまでは、小規模であることの

メリットを生かし、児童の教育を行うこと、

適正規模・適正配置について、町民への周知

を図ることが挙げられております。その後、

令和４年に小学校のあり方検討委員会を立ち

上げたことで、町民の皆様に改めて周知でき

るきっかけにもなったと捉えております。地

域の理解が必要であることは十分承知してお

りますが、子供の学びの環境を考えたとき、

平成29年度の出生数は120人でございました。

令和５年度は、60人を切るまでに減少してお

ります。この急激な少子化の状況を踏まえれ

ば、小学校の在り方を改めて検討することは

避けて通れない状況に直面していると考えま

す。 

   また、令和４年の町民アンケート調査では

「統合は必要である」が約７割の回答でした

が、統合の校数について、学校数につきまし

ては意見が分かれておりました。１校から４

校を選んだ理由でございますが、それぞれの

理由ですが、「地域性を考慮した統合」、「ク

ラス替えができる学年規模」、「複式の解消」、

「多様性を高める指導」など、どの学校数を

選択したとしても、共通する理由が挙げられ

ておりました。当初は、検討委員会委員の中

でも統合に慎重な意見や段階的な統合などの

意見があったと承知しておりますが、その点

を踏まえ、これからの社会を生きる子供の目

指す姿を共有し、どのような教育環境を整え

ていくべきかを柱に据え、メリットやデメリ

ットなどを話し合われたとのことでございま

す。 

   これらの議論を経て、最終的には１校に統

合することが最適であるという考え方になり、

子供たちにとって最適な学びの環境を構築す

るため、できるだけ早い統合に向けて取り組

むよう求める答申になったと承知しておりま

す。あわせて、校舎を新設し、中学校との一

貫した教育活動を展開できるようにすること

をはじめとする、学びの環境を整えることや、

特色ある教育、教育課題に対する対応につい

て示されたと認識しております。 

   ３点目のあり方検討会などで各地域で意見

を聞いたときや、パブリックコメントでも、

１校統合や小中一貫校は少数意見であり、方

向を大きく変えようとする場合には、全町民

アンケートで意見を聞くべきではないかにつ

いて申し上げます。 
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   教育委員会では、基本方針、まず素案を教

育委員会会議、総合教育会議、町議会に報告

し、広報かほく、町のホームページにより町

民に広く周知を行うとともに、さらに基本方

針の素案について、各地区での説明会、幼稚

園、認定こども園での説明会、ウェブでのア

ンケートを行い、その過程でいただいたご意

見を反映した基本方針（案）として策定し、

パブリックコメントを行った上で、昨年10月

に基本方針が策定されました。 

   町民アンケートにつきましては、あり方検

討委員会の中で当事者の保護者から意見を聞

くことが最も重要ではないかとの意見をいた

だき、素案の段階で町内幼稚園、認定こども

園を回り、令和13年度に小学校に入学する保

護者を中心に基本方針（素案）の説明会を行

ったものと承知しております。あわせて、保

護者のアンケートも行い、123名からいただい

た回答では、基本方針の素案について、賛成

が46％、どちらかといえば賛成が50％とのご

意見をいただきました。アンケートの回答に

つきましては、統合にはおおむね賛成をいた

だいているものの、学校生活に対する不安を

持たれている方もいらっしゃると認識してお

り、学校整備委員会や今後設置を予定してい

る開校準備委員会、仮称でございますが、に

おいて、新たな校舎での学校生活への不安を

取り除くことができるよう、丁寧に整理検討

していく必要があると考えております。 

   教育委員会では、学校整備委員会で話し合

われた内容につきましても、教育委員会会議

でご報告し、さらに議会にも提示をし、ご意

見をいただきながら、整備委員会にフィード

バックさせ、来年度にかけて基本構想・基本

計画をよりよい形で策定していくものと認識

しております。町民の皆様には、ホームペー

ジや広報等での議論の内容などを周知させて

いただくとともに、地区説明会を行い、その

後、パブリックコメントで最終的なご意見を

いただくことになると存じます。 

   いずれにいたしましても、保護者や地域の

方々、学校関係者の皆様のご理解とご協力の

下、何よりこれからの河北町を担う子供たち

にとっての最適な教育環境を構築すべく、令

和13年の開校を目指し取り組んでまいりたい

と考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。再

質問に入ります。 

   「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 再質問いたします。 

   統合病院を河北町に設置してもらうという

ふうにするためのことについてでありますけ

れども、３月７日の同僚議員の答弁でもあり

ましたけれども、町の運営母体に参加した場

合の河北町の負担額としてですね、一定の数

字を町長の個人的な算定だというようなこと

でお示しいただきました。その中では県が半

分、それから寒河江と河北が１対２と、２対

１ですかね、というようなことでありました

が、人口比で見ると2.4対１ぐらいになる、少

し細かいですけれどもね。そういったことも

ありますが、その建設費については河北町が

運営母体に参加した場合には毎年3,500万円

ぐらい、これはずっと続くと思いますが、そ

ういった負担が発生すると。さらに運営母体

でのその一般会計からの繰り出し分というこ

とについては、この基本になる部分の数字が

ですね、最悪、現状で最近はこんなふうな持

ち出しをしているということの数字で150床

ぐらいに絞って、赤字の出ないような体制を

組んだというふうにした場合には、まずスタ

ートから十数年とか、二十年とかは、そうい

った持ち出しがほとんどない、そういったこ

とも想定されるのではないか。運営母体のそ

のランニングコスト分への持ち出しは、そう
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いったこともあり得るんではないかというふ

うにも思われるんですが、この辺については

どのようにお考えでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 基本的に公立病院の場合、赤字

が出ていない病院という例は、私は全国的な

統計は分かりませんけれども、公的な病院に

ついて身近な範囲で承知しているところはご

ざいません。一定程度の一般会計から持ち出

すべき繰出金、それを補ってやっていると。

で、現実の河北病院あるいは寒河江市立病院、

他の病院も同じです。恐らく今データを持っ

ておりませんけれども、県内の公立病院では

一定程度の繰り出し基準以外の負担もしてい

る、これが実態かと思います。したがいまし

て、議員のご質問の趣旨、赤字が出ない病院

であるときの負担がどれくらいになるかとい

うものは、私の口からは、私の頭の中には申

し上げられるものはございません。 

   今、ご質問、そういった観点からのご質問

があったということは踏まえて、その辺の説

明もしっかり県のほうにもつないで、先ほど

私申し上げましたように、より客観的で判断

するに必要かつ十分な、たらればの想定では

なくて、そこに対するいろんな疑問、考え、

こういった観点からはどうなのかというもの

については、これからの検討の中でも県のほ

うに伝え、その辺も説明していただけるよう

に伝えていきたいというふうに思います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 最近のですね、県立病

院などのその運営状況という資料が、指標が

ありまして、それを見ると、例えば、できた

ばっかりの新庄病院などは令和４年とか、令

和３年あたりは黒字だという決算の数字が出

ています。それから、県立中央病院なんかは

非常に大きな額の黒字を計上しているという

数字が出ていますが、あの数字とその一般会

計からの繰り出しというのはどういうふうな

関連というふうにご覧になっているのか、お

聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ただいまの木村議員のその中央

病院が黒字だとか、新庄病院が開院後は黒字

だとか、その黒字というのはどういうことな

のか、よく吟味する必要があると思います。

私の認識では直近の数字でいえば、例えば、

中央病院について、新庄病院はちょっと頭に

残っていないですけれども、コロナ前の状況

から、コロナで当然患者は受診控えも含め、

減ったわけですけれども、コロナが終わって、

コロナの間は国からのしかるべき財政支援措

置がありました。そういったことでつないで

きたわけですけれども、コロナ後まだ、そう

いった補助金は当然なくなったわけですけれ

ども、患者が十分には戻ってきていないとい

う中で、県立病院全体で、中央病院も含めて

相当部分が赤字で、その金額は膨らんでいる

という認識でございます。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） そういった議論になら

ないようにと思って、あらかじめちょっと調

べてみたんですが、表に出てくる数字として

ですね、黒字か、赤字かと、県立河北病院は

うんと赤字だみたいな議論のための数字だっ

たと思うんですが、に参考になる数字だと思

うんですが、県立中央病院はずっと大幅な黒

字というふうな、新庄病院も黒字というベー

スが続いているというようなことで、新しく

できる病院は150床ぐらいに、ずっと規模を小

さくして、そのそういった持ち出しがないよ

うな体制をつくるという点では、その参考に

すべき、先ほど町長が運営費としてこれだけ

という算定の基礎にした数字というのはぐっ

と縮小するのではないか。そういったことは

たらればというんじゃなくて、当然そういう
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ことを想定すべき数字ではないかなというふ

うにも思うんですが、いかがですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ぜひ議員のお持ちの資料という

ものを具体的に見せていただいて、その上で

この辺はどうなんだと詰めていきたいと思い

ます。ざっくり言った黒字とか、赤字とか、

いろいろ繰り出し基準とか、あるいはその実

際にいわゆる繰り出し基準以外で、なおかつ

赤字が大きく膨らんでいるというのが今の公

立病院の実態です。それは、県内の公立病院

に限らない事例だと思っております。具体的

に数値を、この数値なんだということを具体

的にお示しいただいて、それをベースに県の

ほうにも確認しながら、議論を詰めさせてい

ただければというふうに思います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 私が議論したい数字は

ですね、運営母体に入ったときに繰り出すこ

とになるかもしれない基本の数字という点で、

県立河北病院と寒河江市立病院の数年のその

繰出額を足したことを基本にするというより

は、新しくスタートするということで、そう

いう赤字体質から著しく黒字に近いような体

質に変えるというふうな計画を立てているの

であろうから、その数字はその判断する基準

にすべきではないんではないかと。町長が合

計で個人的な考えだと言われながら、３月７

日に年間河北町で３億円ぐらい繰り出さなき

ゃいけないんじゃないか、建設費も加えてと

いうことでしたが、たしか建設費負担分は

3,500万円ぐらいですが、運営費としてはずっ

と縮小する数字になるんではないかと。そこ

のところを見極めて、それで、そういうこと

であれば、河北病院のところに病院が来るの

であれば、運営母体に参加できるというよう

な判断の基礎の数字にするべきではないかな

というふうに思うんです。ここのところ、前

に去年の６月議会でも議論しましたが、その

数字が出てこないということでしたが、今回、

その基本構想（案）の中で数字が出てきて、

それを基にもう判断していって、運営母体に

場合によっては参加するぞというような、そ

ういった判断をすべき数字が、もうその数字

で判断をしていくべきではないんではないか、

その数字はもっと小さくなるんではないかと

いうことを申し上げたいんですが、町長いか

がでしょうか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 参加する場合の負担というか、

むしろその前提となる、どれだけ構成団体全

体で負担が必要な病院になるのか、イニシャ

ルコスト、ランニングコスト含めて。しかも、

交付税措置等、財政負担から控除される部分

があれば、それを除いた分としての実負担総

額、やっぱりそういったことを具体的なもの

としてもらわないことには、詰めた議論はで

きません。 

   私としては責任持って今お話しできるのは、

県から現時点で説明を受けている内容です。

それを前提として、答弁を申し上げておりま

す。ただ、前提として置いているものは、あ

くまでも機械的な試算、建設費については幅

がある、まだ病床数も確定していません。し

たがいまして、交付税措置等がどうなるかも

含めて、まだ、今回の構想ではまだ確定して

おりません。したがって、病床数については

幅がある病床数なのか、仮に中間地点である

148をベースに置いた場合ということで試算

が出されているわけです。それを前提として、

私としては提示を受けている中での、現時点

では答弁ということでさせていただいており

ます。 

   経営頑張れば、極力もっと赤字幅なんて少

なくできるんだろう、今の河北病院に繰り出

しているお金と、寒河江市立病院に繰り出し
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ているお金、それよりも小さくできるんでは

ないか、それは目指すべきところだと思いま

す。 

   ただ、そういう中で、現実的な財政負担も

含めて、これから今度は基本計画というもの

をつくっていくんだと、立地場所も含めてと

いうこれからの段取りになるわけですから、

先ほど申し上げましたように、県に対する要

望でももっとさらに、議員のおっしゃる意味

で言えば、別な前提を置いた試算もあるんで

はないかということかと思います。その辺の

考え方も含めて、我々としては要望にもあり

ますように、より具体的に、しかも参画する

ために、いずれにしても大きな財政負担を伴

いますから。毎年です、将来にも関わること

であります。将来の病院、医療にも関わるこ

とですけれども、財政負担にも関わってくる

ものであります。重要なことですので、そこ

はしっかりより詰めた形での議論ができるよ

う、そして、その上で財政負担というものを

十分見極めた上で、参画の是非というものを

考えていかなければならないわけですから。

それについては当然、県といいますか、基本

構想の最終案、最終確定、そして基本計画を

来年度策定する事務局のほうにも、これから

のコミュニケーションの中でもしっかり言っ

ていきたいというふうに思います。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 運営母体に河北町が参

加する、県立河北病院のところに統合病院を

引っ張ってくるということが前提ですけれど

も、そういうふうにするかどうか、その議論

を進めるかどうかというために、その実態と

して河北町のその負担がどれだけのものにな

っていくかというのは、もう河北町今まで出

てきた数字、あと足りない数字であれば、い

ろいろととにかく調査もして、その中で河北

町が一定の見極めをつけて、町長が見極めを

つけて、毎年３億円なのか、２億円なのか、

１億円ぐらいなのかというめどをつけてです

ね、それで、だったら運営母体に参加するこ

とも前提の話をしようというような判断をし

ていかなきゃいけない。もう、すぐ判断をし

なきゃいけない時期が来ているのではないか。

そのための数字をどこにどう見極めていくか

という点で、町長の３億円とおっしゃったの

は少し過大ではないのかと、もっと少なく見

られるのではないかという議論をさせていた

だいております。ぜひそこのところは納得の

いく、判断すべき基の数字としての一定の見

極めは、もう河北町行政として、まずはして

みるべきなんじゃないかなと。県の事務局の

ほうに早く数字を出せという段階では、もう

ないのではないかと。出された数字からもう

こうだと、ここを見極めようというふうにす

べき時期なのではないかというふうに思いま

す。 

   町長ここのところを、もう町長ご自身がこ

のぐらいの見極めをして、運営母体に参加す

るかどうか、河北町にそれも条件に入れて、

河北病院に来いと、持ってこいというような

判断をしていくべきなんじゃないか。町長に

お伺いします。その具体的な数字、どこにど

う動かすよりは、そういうふうな数字を見極

めて、町長がもう早い段階に判断をしていか

なきゃいけないと私は思うんですが、町長、

そのようにお考えかどうか、お聞きしておき

たい。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 この点については私はこの前、

念を押しますけれども、皆さんと一緒にこの

ことは考えていかなきゃならない。大きな問

題だと思いますので、あえて試験的な、試験

的なというよりは、無責任なことは言えませ

んので、私のこれまでの行政経験からという

肌感覚の数値という前提を置いて、数値が独
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り歩きしないようにということで申し上げま

した。もう１回、ここで念を押しておきたい

というふうに思います。 

   その上で町として、一つはこれからの基本

計画の中で、議員のご質問の中には、河北町

内に病院ができることを前提として参画とい

う言葉があります。気持ちとしては、そうい

うふうに思っていらっしゃる町民の方々は多

いと思います。それが町民の望んでいること

だと思います。 

   ただ、今後の在り方として、参画の是非を

問う場面と、あと立地条件、これは最初、今、

７つありますけれども、それを複数程度、数

はまだ出されていません、これから検討です

から。一定程度、複数案に絞っていくんだと、

７つを幾つかに絞っていくんだと。で、最終

的に１つに決定するんだと。このスケジュー

ル感の中で、現河北病院に新しい病院ができ

てほしい。何とか、それも今の患者動向から

して、あるいは、今、現に県の敷地として、

あるいは町の町有地もプラスアルファもして、

規模的には十分、財政負担も軽減するだろう

から、やっぱりそういった中で河北病院の敷

地ということが前提にあって、考えていらっ

しゃる方も多くいますし、私もその考えは十

分理解できます。ただ、その立地条件の絞る

過程、最終的に１つに決定する過程と、参加

の是非、そういう関係の中で、これから見極

めていくべきことだと思います。 

   財政負担ということを考えれば、しっかり

そこは参加を表明するということはその財政

負担をするということで、その後の議論に入

っていくということですから、そこについて

の額については、いろんな数値として前提の

置き方によっては変わるということは当然あ

るわけですけれども、そこについては十分、

必要かつ十分なという中で先ほど繰り返しに

なりますけれども、ご議論は県当局にも話を

して、将来に向けた十分な政策的な判断にな

りますので、そこはしっかりこれから検討し

ていく必要があると。 

   町単独で、どういう前提で参画……、これ

以上ちょっと申し上げられないです。今時点

として申し上げるのは、以上です。 

○丹野貞子議長 「７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） 少しざっくりした言い

方をしますと、寒河江市が河北町に県立病院

がずっとあって、立派な役割を果たしてきた

のにもかかわらず、河北町に相談もなく、河

北病院と寒河江市立病院が統合をすることを

寒河江市に持っていくことを前提のような話

をずっと進めてきたというふうなことがある

わけですから、河北町は河北町でそういうこ

とならば、そういうふうに河北町に来るなら

運営母体に参加するというような、置賜公立

病院ができるときの長井市もですね、自分の

ところに来るなら、その運営母体に参加する

よというようなことを言ったそうですが、そ

ういったこともあり得るのではないか。ぜひ

そこはよく見極めをして、これだけの負担だ

ったら参加できるというところをですね、し

っかり判断をしていくべきではないか。それ

も早急にすべきではないかということを申し

上げます。 

   次に、時間がなくなりましたので、子育て

支援として学童保育園の保護者負担、議論に

もありましたように、河北町の子育て支援は

非常に頑張っておられるという状況あります

が、それに加えて、全国でもあんまりまだ事

例はないんです。ですが、学童保育のその保

護者負担の額を無償にするというのはあんま

り、一、二か所事例ありますけれども、無償

化するというようなところまで思い切って突

っ込むと、突っ込むというか、やるというふ

うにすると、大いに子育て世代の心を動かす

子育て支援になるんではないかということで
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あります。 

   このことについて、町長もう一度答弁を求

めます。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 学童クラブについての保護者負

担、これを軽減すべきではないかということ、

これも重要な子育て政策の中の１つの施策で

はあると思います。 

   ただ、現実を今、河北町置かれているもの

を見たとき、かほく応援給付金とか、学校給

食の無償化であるとか、あるいは高校生まで

の医療費の無料化であるとか、国県に先んじ

て進めてきたものがあります。今、大体、他

のトップを切っていた、トップを走っていた

自治体にほぼほぼ追いつき、あるいは追い越

しつつあるなという自負はあると申し上げま

したのは、金曜日の答弁でも申し上げたとお

りです。 

   で、今考えたときに、ゼロ歳から２歳児の

保育料、これがまだまだ負担が大きいです。

３歳からは保育園、認定こども園に、幼稚園

にもう随分経済的には助かる状況になってき

た。ただ、ゼロ歳から２歳児、ここも以前と

比べて、やっぱりゼロ歳から２歳児できれば

親元で育てたいという比率は少なくなって、

ゼロ歳から２歳児の要望は非常に大きいです。

それで、来年度に向けてもゼロ歳から２歳児

の、その所得制限によってその支援がありま

すけれども、国県の基準よりも一歩前に先ん

じて、来年度の予算にも盛り込ませていただ

いています。 

   あと、学童保育について見れば、やっぱり

今の状況を考えた場合、まず、受入れ態勢を

しっかりやっていく、工夫していく。中長期

的には、生徒が減っていくと。やっぱりそこ

に対していかにしっかり受入れをできる態勢

をつくっていくかというのは、まず今の状況

かなというふうに思います。 

○丹野貞子議長 「はい。７番木村章一議員」 

○７番（木村章一議員） ここにですね、学校統

合についてのアンケートですが、平成の大合

併を河北町で検討するときに、全町民アンケ

ートをして、それで、半分が合併で、半分が

どこと合併、東根と寒河江との合併というこ

とでしたということもありまして、その町の

大きな方向にするには全町民アンケートも有

効なことだと思いますので、申し上げておき

ます。 

   以上、終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、７番木村章一議員の一

般質問を終わります。 

   以上で、一般質問を終わります。 

   それでは、暫時休憩します。 

     休 憩  午前１１時３４分 

     再 開  午前１１時３５分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 日程第２、議案の審議、採決を

行います。 

   議事の都合上、令和７年度当初予算に関す

る議案について先議します。 

   最初に、議第18号河北町課制条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 それで

は、議第18号河北町課制条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明申し上げます。 

   この条例は、防災危機管理課の分掌事務を

見直し、犯罪被害者等支援に係る施策を実施

するため、条例の一部を改正する必要がある

ので提案するものです。 

   第２条におきまして、防災危機管理課の分

掌事務に犯罪被害者等支援を追加するもので

あります。 

   なお、本条例の附則として、施行日を令和

７年４月１日からとするものです。 
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   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   採決は、電子システムによる投票により行

います。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の方は賛

成のボタンを、反対の方は反対のボタンをそ

れぞれ押してください。 

   （電子採決） 

   押し忘れなどありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   押し忘れなしと認め、確定いたします。 

   賛成全員であります。 

   ごめんなさい。失礼しました。 

   賛成多数であります。 

   （電子システム機器の確認） 

   暫時休憩します。 

     休 憩  午前１１時３８分 

     再 開  午前１１時５５分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   ここで議長から申し上げます。 

   電子システム機器の不具合が生じましたの

で、採決方法を起立表決に変更いたします。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第18号河北町課制条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり

可決しました。 

   議長から申し上げます。 

   昼食のため、午後１時まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時５６分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

○丹野貞子議長 次に、議第17号河北町犯罪被害

者等支援条例の設定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 ご説明を申し上げ

ます。 

   議第17号河北町犯罪被害者等支援条例の設

定についてご説明を申し上げます。 

   この条例は、犯罪被害者等の支援に関し基

本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務

を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支

援に関する施策の基本となる事項を定めるた

め、条例を制定する必要があるので提案する

ものであります。 

   第１条は、条例の目的について定めるもの

であります。 

   第２条は、この条例における用語を定義す

るものであります。 

   第３条は、３つの基本理念について定める

ものであります。 

   第４条から第６条までは、町、町民等及び

事業者の責務について定めるものであります。 

   第７条から第11条までは、犯罪被害者等の

支援に関する施策の基本となる事項について

定めるものであります。 

   第12条は、この条例の施行に関し、必要な

事項は別に定めるとしたものであります。 

   なお、この条例の施行日は令和７年４月１

日としております。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 
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   （５番の通告あり） 

   確認します。５番石垣光洋議員ですね。 

   それでは、「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 17号河北町犯罪者等支

援条例の設定についてお伺いします。 

   第３条で犯罪被害者等の個人としての尊厳

が重んじられ、尊厳にふさわしい処遇を保障

される権利が尊重されるよう、適切に行わな

ければならないとあります。町が適切に行わ

なければならないということですが、行政が

適切に行う、想定される権利が尊重されるこ

とはどのようなものなのか伺います。 

   ３条で先ほど基本理念とありましたけれど

も、必要な支援が途切れることなく行われる

とともにとあるが、どのような支援を考えて

いるのか伺います。 

   第５条、町民等の責務、町民等は協力する

よう努めなければならないとあります。努力

目標と受け取れますけれども、町民への啓発

について伺います。 

   第10条、町は民間支援団体に対しとありま

すけれども、個人情報の取扱いについては十

分注意する必要がありますけれども、想定す

る民間支援団体について伺います。 

   以上、お願いします。 

○丹野貞子議長 「真木防災危機管理課長」 

○真木秀章防災危機管理課長 まず、第３条の基

本理念に関するお尋ねでございます。 

   参考までに、基本理念につきましては、条

例案を作成するに当たり、国の法律に準じて

作成したというところではございますが、今

回ここで申し上げております権利というのは

個別具体的に〇〇権、〇〇権というものでは

なく、私どもが考えておりますのは、人が人

として幸福に暮らせる権利全てというふうに

考えているところであります。現状として、

本来何の落ち度もなく、ある日突然犯罪被害

者になられる方がおられるというのが現状か

と思いますけれども、そういった方々が暮ら

しづらい世の中というふうにならないように、

その権利保護を図ってまいるという意味に捉

えていただければと思います。 

   同じ第３条第３項の途切れることのない支

援ということでのお尋ねでございました。 

   今回、今後、令和７年度の一般会計予算の

ほう、質疑この定例会の中でしていただける

と思うんですが、その中に町として新たな施

策、犯罪被害者等の見舞金ということで新た

な制度を導入させていただきたいと考えてお

ります。４月１日スタートで取り組んでまい

りたいというふうに考えております。 

   そのほかにも、犯罪被害者という特化した

制度ではないかもしれませんが、いわゆる生

活困窮者という部分で申し上げますと、福祉

部門であったり、税の部門であったり、それ

ぞれの支援策ありますので、そういったもの

も連動、連携して対応してまいりたいと思い

ます。 

   ほかにも犯罪被害者を守るため、支援する

ための施策があれば、やれることは全てやる

ということでございます。 

   ４つ目に、町民等の責務、啓発についてど

のように考えているかというご質問だったか

と思いますが、当然、準備整いましたら広報

などでお伝えすることは当然のこととして考

えております。あと、全国的なキャンペーン

として、11月25日から12月１日までの１週間

を犯罪被害者週間というふうに毎年位置づけ

て、国においてキャンペーンを組んでおりま

すので、そういった機会と合わせて、町とし

ても広報に努めるというのも１つの手だてか

なというふうに考えているところです。 

   あと、もともと防災危機管理課が担当とな

って、地域安全連絡協議会という組織がござ

います。町内でその安全安心な暮らしの部分

でいろいろご協力いただいている団体に集ま



 - 158 -

っていただくんですが、今月も今後25日だっ

たと思うんですが、その集まりがありますの

で、条例議決いただきましたら、こういう条

例ができたんだということを、そういう会議

の場でも宣伝してまいりたいと、ＰＲしてま

いりたいというふうに思うところであります。 

   あとは、失礼しました。第10条の民間支援

団体に対する支援ということでありますが、

現在想定しております民間支援団体につきま

しては、山形市の十日町にあります県保健福

祉センター内に公益社団法人やまがた被害者

支援センターという団体組織がございます。

こちらを想定しての条文でございます。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「５番石垣光洋議員」 

○５番（石垣光洋議員） 終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、５番石垣光洋議員の質

疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第17号河北町犯罪被害者等支援

条例の設定については原案のとおり可決しま

した。 

○丹野貞子議長 次に、議第23号河北町一般職の

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「須藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○須藤俊一防災・危機管理監兼総務課長 それで

は、議第23号河北町一般職の職員の給与に関

する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いてご説明申し上げます。 

   この条例は、山形県人事委員会勧告及び山

形県の対応などを踏まえ、職員の給料表及び

手当の改正を行うため、条例の一部を改正す

る必要があるので提案するものです。 

   初めに、第１条は、河北町一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正するものです。 

   表中、第12条は、扶養手当の対象から配偶

者を削除し、子に係る手当を増額するほか、

扶養手当の変更に係る手続を規則に定めるこ

ととする規定を設定するとともに、号ずれや

文言の整理を行うものです。 

   第13条は、扶養手当の変更に係る手続を規

則に定めることに伴い、削除するものであり

ます。 

   第13条の２は、第13条の削除に伴い、条を

繰り上げるものです。 

   第14条は、住居手当に係る文言整理を行う

ものです。 

   第15条は、通勤手当の支給について、新幹

線等による通勤を常に行う職員の利用料金を

支給する対象とするほか、採用時からの支給

を可能とするとともに、通勤手当の支給上限

額を15万円へ改正するものです。 

   また、条ずれの整理を行うものです。 

   第15条の２は、単身赴任手当の支給につい

て、通勤手当と同様に採用時から支給を可能

とする改正を行うものであります。 

   第24条の２は、管理職員特別勤務手当の支

給について、平日深夜の勤務の場合に支給で

きる時間帯を午後10時から午前５時へと拡大

するとともに、文言の整理を行うものであり

ます。 

   第28条の２は、定年前再任用短時間勤務職

員に支給しない手当のうちから、扶養手当及

び寒冷地手当を除き、扶養手当及び寒冷地手

当を支給する改正を行うものであります。 

   別表第１は、職員の給料表について、３級
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から６級の初号の付近の号給を削除し、これ

らの級の給料月額を引き上げるものです。 

   続きまして、第２条は、河北町技能労務職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正するものであります。 

   表中、第４条は、扶養手当の対象から配偶

者を削除し、号ずれを整理するものでありま

す。 

   第18条の２は、定年前再任用短時間勤務職

員に支給しない手当のうちから、扶養手当及

び寒冷地手当を除き、扶養手当及び寒冷地手

当を支給する改正を行うものであります。 

   続きまして、第３条は、河北町企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例を一部改正

するものであります。 

   表中、第６条は、扶養手当の対象から配偶

者を削除し、号ずれを整理するものでありま

す。 

   第18条の２は、定年前再任用短時間勤務職

員に支給しない手当のうちから、扶養手当及

び寒冷地手当を除き、扶養手当及び寒冷地手

当を支給することとする改正を行うものであ

ります。 

   続きまして、第４条は、河北町職員の定年

延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関す

る条例を一部改正するものであります。 

   表中、附則第３条は、暫定再任用職員の経

過措置について、地方公務員法の改正に伴う

条ずれの整理を行うものであります。 

   附則第６条は、暫定再任用職員の経過措置

について、地方公務員法の改正に伴う条ずれ

の整理を行うとともに、暫定再任用職員に支

給しない手当のうちから、扶養手当及び寒冷

地手当を除き、扶養手当及び寒冷地手当を支

給することとする改正を行うものであります。 

   附則第７条は、技能労務職員の暫定再任用

の経過措置について、地方公務員法の改正に

伴う条ずれの整理を行うものであります。 

   附則第８条は、企業職員における暫定再任

用職員に支給しない手当のうちから、扶養手

当及び寒冷地手当を除き、扶養手当及び寒冷

地手当を支給することとする改正を行うもの

であります。 

   本条例の附則として、第１項では施行日を

令和７年４月１日からとするものであります。 

   第２項は、第１条の別表第１に定める職員

の給料表の取扱いとして、改正日前日の号給

を新たな号給に切り替えることを定めるもの

であります。 

   第３項は、第２項による職員の号給の切替

えを行う場合の必要な調整について定めるも

のであります。 

   第４項は、第１条の配偶者及び子の扶養手

当の額の改正について、令和８年３月31日ま

での経過措置を定めるものであります。 

   第５項は、第２条の配偶者及び子の扶養手

当の改正について、令和８年３月31日までの

経過措置を定めるものであります。 

   第６項は、第３条の配偶者及び子の扶養手

当の額の改正について、令和８年３月31日ま

での経過措置を定めるものであります。 

   第７項は、第１条の通勤手当及び単身赴任

手当の支給に関する経過措置を定めるもので

あります。 

   第８項は、その他必要な経過措置について、

規則に定めることを規定するものであります。 

   附則別表は、第２項に定める号給の切替え

表であります。 

   以上、よろしくお願い申し上げます。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 
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   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおりに決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第23号河北町一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設

定については原案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第26号河北町道路占用

料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 ご説明します。 

   議第26号河北町道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定についてご説明いたし

ます。 

   令和５年４月の道路法施行令の改正におい

て、近年の地価水準の変動等を踏まえた道路

占用料の見直しが行われ、また、山形県にお

きましても、山形県道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例が令和６年４月１日に施行

され、国に準ずる見直しが行われたことから、

これらに準じ、占用料の額について条例の一

部を改正する必要があるので、別表の区分に

示すとおり改正を行うものです。 

   なお、附則として本条例は令和７年４月１

日から施行するものであります。 

   以上、よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第26号河北町道路占用料徴収条

例の一部を改正する条例の制定については原

案のとおり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議第27号河北町都市公園

条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「土方都市整備課長」 

○土方一郎都市整備課長 議第27号河北町都市公

園条例の一部を改正する条例の制定について

ご説明いたします。 

   この条例改正は、道路法施行令の一部を改

正する政令の施行に伴い、河北町公園使用料

は河北町道路占用料徴収条例に準ずることか

ら、使用料の額について条例の一部を改正す

る必要があるので、別表第２の区分に示すと

おり改正を行うものです。 

   なお、附則として、本条例は令和７年４月

１日から施行するものです。 

   以上、よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおりに決するに賛成の議員

の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 
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   よって、議第27号河北町都市公園条例の一

部を改正する条例の制定については原案のと

おり可決しました。 

○丹野貞子議長 次に、議事の都合上、議第10号

令和７年度河北町一般会計予算について、議

第11号令和７年度河北町国民健康保険特別会

計予算について、議第12号令和７年度河北町

西里財産区特別会計予算について、議第13号

令和７年度河北町介護保険特別会計予算につ

いて、議第14号令和７年度河北町後期高齢者

医療特別会計予算について、議第15号令和７

年度河北町水道事業会計予算について、議第

16号令和７年度河北町下水道事業会計予算に

ついて、以上７議案を一括議題とします。 

○丹野貞子議長 日程第３、予算審査特別委員会

の設置構成及び予算議案の特別委員会付託で

あります。 

   お諮りします。 

   ただいま議題に供しました議第10号から議

第16号までの７議案については、議長を除く

全議員で構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査をお願いしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議第10号から議第16号までの議案

については、議長を除く全議員で構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査することに決定しました。 

   お諮りします。 

   予算審査特別委員会が終了するまで、本会

議を休会したいと思います。これに異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、予算審査特別委員会が終了するま

で、本会議を休会することに決定しました。 

   これにて、本会議を休会とします。 

午後１時２１分  休 会 
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